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条例改正に伴う新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

令和２年 

奈良市議会６月定例会 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・新型コロナウイルス感染症により生じた事

態に対処するための防疫等作業手当の特例

について（人事院規則９－１２９の一部改

正）（令和２年３月１８日付総行給第６号総

務省自治行政区公務員部給与能率推進室長

通知） 

 

４ 制定改廃

の概要 

１．新型コロナウイルス感染症から市民の生命及び健康を保護す

るために緊急に行われた措置に係る業務に従事した職員につい

て、防疫等業務手当を支給できるようにする。（附則第４項、

第５項関係） 

３ 制定改廃 

の理由 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受

け、感染の危険がある中で業務に従事した

職員に対する防疫等業務手当の特例を定め

るため。 

 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 総合政策部 人事課 

 



議案番号 ６２ 

1/1 

奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

附 則 附 則 

１～３ 略 １～３ 略 

 （新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等業

務手当の特例） 

 ４ 職員が新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感

染症として定める等の政令（令和２年政令第11号）第１条に規定する新型

コロナウイルス感染症をいう。）から市民の生命及び健康を保護するため

に緊急に行われた措置に係る業務であって規則で定めるものに従事したと

きは、防疫等業務手当を支給する。この場合において、第18条の規定は、

適用しない。 

 ５ 前項の手当の額は、日額4,000円を超えない範囲内において規則で定め

る。 

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市手数料条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・情報通信技術の活用による行政手続等に係

る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るための行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法

律等の一部を改正する法律（令和元年法律

第１６号。以下「デジタル手続法」とい

う。）第２条による住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）の一部改正及びデジ

タル手続法第４条による行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号。

以下「マイナンバー法」という。）の一部

改正 

４ 制定改廃

の概要 

１．除票の写し又は除票記載事項証明書交付手数料及び戸籍の附

票の除票の写し交付手数料の新設（別表関係） 

(1) 住民基本台帳法の一部改正により除票及び戸籍の附票の除

票の位置付けが制度上明確化されたことに伴い、当該手数料

について独立した手数料項目として整備する。 

 

２．通知カード再交付手数料の廃止等（別表関係） 

(1) マイナンバー法の一部改正により通知カードが廃止される

ことに伴い、当該手数料項目を廃止するほか、個人番号カー

ド再交付手数料について所要の文言整理を行う。 

３ 制定改廃 

の理由 

・上記の法改正に伴い、手数料項目の新設、

廃止その他所要の改正を行う必要があるた

め。 

５ 施行期日 令和２年７月１日 所管部課 市民部 市民課 
 



議案番号 ６３ 

1/2 

奈良市手数料条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 番号 名称 事務 金額   番号 名称 事務 金額  

 

 

略 略 略 略  

 

 略 略 略 略  

14の

２ 

住民票の写し

広域交付手数

料 

略 

 

略 14の

２

住民票の写し

広域交付手数

料 

略 略 

 14の

３ 

通知カード再

交付手数料 

行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27

号）第７条第１項に規定する通

知カードの再交付（追記欄の余

白がなくなった場合、個人番号

又は住民票コードの変更により

返納した場合及び国外転出によ

り返納した場合の再交付を除

く。） 

１枚につき   14の

３

除票の写し又

は除票記載事

項証明書交付

手数料 

住民基本台帳法第15条の４第１

項、第３項、第４項又は第５項

の規定に基づく除票に記録され

ている事項を記載した書類又は

除票に記載をした事項に関する

証明書の交付 

１通につき  

 500円  300円 

 14の

４ 

個人番号カー

ド再交付手数

料 

行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に

関する法律         

  第２条第７項に規定する個

人番号カードの再交付（追記欄

の余白がなくなった場合、個人

番号又は住民票コードの変更に

より返納した場合及び国外転出

により返納した場合の再交付を

略   14の

４

個人番号カー

ド再交付手数

料 

行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27

号）第２条第７項に規定する個

人番号カードの再交付 

略  



議案番号 ６３ 

2/2 

現行 改正案 

除く。） 

 15 戸籍の附票の

写し交付手数

料 

略 略   15 戸籍の附票の

写し交付手数

料 

略 略  

      15の

２

戸籍の附票の

除票の写し交

付手数料 

住民基本台帳法第21条の３第１

項、第３項、第４項又は第５項

の規定に基づく戸籍の附票の除

票の写しの交付 

１通につき 

300円 

 

    

    

 略 略 略 略 略 略 略 略  

 備考 略 備考 略  

  

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和元年法律第３７号。以下

「整備法」という。） 

・印鑑登録証明事務処理要領の一部改正につ

いて（令和元年１１月１９日付総行住第１

１９号総務省自治行政局住民制度課長通

知） 

４ 制定改廃

の概要 

１．印鑑登録資格の見直し（第２条、第５条関係） 

印鑑の登録を受けることができない者として「成年被後見人」

と掲げられていたものを「意思能力を有しない者」に改め、登録

資格の有無を個別的・実質的に審査することとするほか、登録手

続に関し所要の文言整理を行う。 

３ 制定改廃 

の理由 

・整備法の施行を受けた印鑑登録証明事務処

理要領の一部改正に準じ、印鑑登録の資格

における成年被後見人の欠格条項を削除

し、今後は心身の故障等の状況を個別的・

実質的に審査することで登録資格を判断す

ることとするため。 

 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 市民部 市民課 
 



議案番号 ６４ 

1/1  

奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（登録の資格） （登録の資格） 

第２条 略 第２条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑

の登録を受けることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑

の登録を受けることができない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 成年被後見人 (２) 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。） 

（印鑑の登録） （印鑑の登録） 

第５条 略 第５条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 市長は、登録申請者が自ら登録申請をした場合は、第２項の規定にか

かわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて

第１項の確認をすることができる。 

４ 市長は、登録申請者が自ら登録申請をした場合は、第２項の規定にか

かわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて

第１項の確認をすることができる。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 本市において印鑑の登録を受けている者（未成年者      

 及び被保佐人を除く。）により登録申請者が本人に相違ないことを保

証された書面 

(２) 本市において印鑑の登録を受けている者（未成年者、成年被後見

人及び被保佐人を除く。）により登録申請者が本人に相違ないことを保

証された書面 

(３) 略 (３) 略 

５～７ 略 ５～７ 略 

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

 ４ 制定改廃

の概要 

１．令和２年５月分及び同年６月分（メーターの点検が毎月行わ

れる場合については令和２年６月分及び同年７月分）の水道料

金は、基本料金を徴収せず従量料金の額とする。 

３ 制定改廃 

の理由 

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴

う一般家庭への生活支援及び事業者への営

業支援として、令和２年５月分及び同年６

月分（メーターの点検が毎月行われる場合

については令和２年６月分及び同年７月

分）の水道料金のうち基本料金を徴収しな

いこととするため、所要の改正を行うも

の。 

５ 施行期日 公布の日 所管部課 経営部 企業出納課 
 



議案番号 ６５ 

1/1 

奈良市水道事業給水条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

附 則 附 則 

１・２ 略 １・２ 略 

  （令和２年５月分及び同年６月分の料金の特例） 

 ３ 令和２年５月分及び同年６月分（第30条第１項ただし書の規定によりメ

ーターの点検が毎月行われた場合にあつては、令和２年６月分及び同年７

月分）の料金に係る第26条第１項の規定の適用については、同項中「次に

掲げる料金の合計額」とあるのは、「第２号に掲げる料金の額」とする。 

 



 

条例制定改廃調書 
 

１ 名  称 奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

２ 制定改廃 

の根拠法令、

関係通達等 

・保険医療機関及び保険医療養担当規則等の

一部を改正する省令（令和２年厚生労働省

令第２４号）第１条による保険医療機関及

び保険医療養担当規則（昭和３２年厚生省

令第１５号）の一部改正 

 

・療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基

づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平

成１８年厚生労働省告示第１０７号） 

４ 制定改廃

の概要 

１．診療科目の「血液内科」を「血液・腫瘍内科」に改める。（ 

第４条関係） 

 

２．別表第１に規定する利用料金の額のうち、紹介状なしで受診

した患者から徴収する初診時の保険外併用療養費を改定し、再

診時の保険外併用療養費に関する規定を新設する。（第１１条

関係） 

  保険外併用療養費（初診） 

   現行     ８２５円（税込） 

改正後  ５，５００円（税込） 

  保険外併用療養費（再診） 

   現行     徴収なし 

     改正後  ２，７５０円（税込） 

３ 制定改廃 

の理由 

・市立奈良病院において、がん診療機能の強

化を目的に腫瘍内科の専門医が診療を開始

することに伴い、診療機能を患者に理解い

ただき適切な診療につなげるため。 

 

・市立奈良病院が地域医療支援病院の承認を

受けたことから、紹介状なしで受診した患

者から徴収する保険外併用療養費の額を、

上記の告示に規定する額に改定する必要が

あるため。 

５ 施行期日 令和２年７月１日、令和２年１０月１日 所管部課 健康医療部 医療政策課 
 



議案番号 ６６ 

1/1 

奈良市病院事業の設置等に関する条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（経営の基本） （経営の基本） 

第４条 略 第４条 略 

２ 診療科目は、次のとおりとする。ただし、状況によりその一部を置かな

いことができる。 

２ 診療科目は、次のとおりとする。ただし、状況によりその一部を置かな

いことができる。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(７) 血液内科 (７) 血液・腫瘍内科 

(８)～(29) 略 (８)～(29) 略 

３ 略 ３ 略 

別表第１（第11条関係） 別表第１（第11条関係） 

 種別 単位 金額   種別 単位 金額  

 保険外併用療養費（医科） １回につき 825円   

保険外併用療養費（医科）
初 診 １回につき 5,500円 

   再 診 １回につき 2,750円 

 略 略   略 略  

 備考 

略 

  備考 

略 
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